
北海道ニセコ町 大阪府岸和田市 三重県伊賀市 東京都三鷹市

ニセコ町まちづくり基本条例 岸和田市自治基本条例 伊賀市自治基本条例 三鷹市自治基本条例

平成12年12月27日 平成16年12月10日 平成16年12月24日 平成17年9月29日

平成22年3月16日（改正） 平成17年8月1日 平成16年12月24日 平成18年4月1日

第1章　目的 第1章　総則 第1章　総則 第１章 総則

(目的) （目的） （目的） （目的）

第1条　この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項 第1条　この条例は、岸和田市における自治の基本理念を 第１条　この条例は、伊賀市における自治の基本的な 第１条 この条例は、三鷹市における自治の基本理念

を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任 を明らかにし、市民および事業者の権利及び責務ならびに 事項を定め、市民及び市のそれぞれの権利や責務を と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組

を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。 市長及び議会の権能及び責務を明確にするとともに市政に 明確にし、住民自治のしくみを制度として定めることに みを定め、市民の信託に基づく市議会及び市長等の役

関する基本的な事項を定めることにより、市民自治都市を より、伊賀市独自の自治の推進及び確立を目指すこと 割と責任を明らかにするとともに、市民自治による協働

実現し市民福祉の向上を目指すことを目的とする。 を目的とする。 のまちづくりを推進し、もって日本国憲法に定める地方

自治の本旨の実現を図ることを目的とする。

新潟県上越市 千葉県流山市 大阪府阪南市 愛知県安城市

上越市自治基本条例 流山市自治基本条例 阪南市自治基本条例 安城市自治基本条例

平成20年3月28日 平成21年3月24日 平成21年6月4日 平成21年10月1日

平成20年4月1日 平成21年4月1日 平成21年7月1日 平成22年4月1日

第１章 総則 第 １ 章 総 則 （目的） 第１章 総則

（目的） （ 目 的 ） 第1条　この条例は、阪南市における自治の基本理念を （目的）

第１条 この条例は、市における自治の基本的な理念及び仕組み 第1条 この条例は 、流山市の自治の基本理念を明らかにす 明らかにするとともに市民の権利及び責務、議会の役割 第1条 この条例は、安城市における自治の基本原則

を定めることにより、市民による自治の一層の推進を図り、もって るとともに、市民自治によるまちづくりの推進に関する原則及 及び責務、執行機関の責務並びに市政の運営及び地域 を定め、市民の権利及び責務並びに議会及び市長

自主自立のまちを実現することを目的とする。 び制度、市民等の権利及び責務、市及び議会の役割及び責 の活動に関する基本的事項を定めることにより、自治を その他の執行機関の責務を明らかにすることにより、

務等を定め、それらの着実な実行を通して、市民自治を推進 確立することを目的とする。 市民参加と協働によるまちづくりを推進し、自立した

し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とします。 地域社会を実現することを目的とします。

目的
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自治基本条例　他市町村条文比較表（目的）
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